
 
 

  

 

○ 

支
払
手
段
等
の
輸
出
入
の
許
可
制 

関
係
条
文 

 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法 

外
国
為
替
令 

財
務
省
告
示
等 

    

（
支
払
手
段
等
の
輸
出
入
） 

第
十
九
条 

財
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基

づ
く
命
令
の
規
定
の
確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
支
払
手
段
（
第
六
条
第
一
項
第
七

号
ハ
に
掲
げ
る
支
払
手
段
が
入
力
さ
れ
て
い
る
証
票
等
を

含
む
。
）
又
は
証
券
を
輸
出
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す

る
居
住
者
又
は
非
居
住
者
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
許
可
を
受
け
る
義
務
を
課
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

        

【
参
考
】 

（
定
義
） 

第
六
条 

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
お
い

て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

 

七 

「
支
払
手
段
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

イ 

銀
行
券
、
政
府
紙
幣
及
び
硬
貨 

    

（
支
払
手
段
等
の
輸
出
入
の
許
可
） 

第
八
条 

財
務
大
臣
は
、
法
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
居
住
者
又
は
非
居
住
者
に
よ
る
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
支
払
手
段
又
は
証
券
若
し
く
は
貴
金
属
（
以
下

「
支
払
手
段
等
」
と
い
う
。
）
の
輸
出
又
は
輸
入
に
つ
い
て

許
可
を
受
け
る
義
務
を
課
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

告
示
に
よ
り
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
払

手
段
等
の
輸
出
又
は
輸
入
を
指
定
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

                 

● 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
財
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
払

手
段
又
は
証
券
の
輸
出
又
は
輸
入
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二

十
一
年
七
月
財
務
省
告
示
第
二
百
二
十
五
号
） 

  

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
財
務
大
臣
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
払
手
段
又
は
証
券
の
輸
出
又
は

輸
入
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。 

一 

居
住
者
又
は
非
居
住
者
に
よ
る
支
払
手
段
（
法
第
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
支
払
手
段
を
い
う
。
）
又
は
証
券
（
法

第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
証
券
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
輸
出
又
は
輸
入
で
あ
っ
て
、
北
朝
鮮
の
核
関

連
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
関
連
又
は
そ
の
他
の
大
量
破
壊
兵
器
関

連
の
計
画
又
は
活
動
に
貢
献
し
得
る
活
動
と
し
て
外
務
大
臣

が
定
め
る
も
の
（
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ

く
資
産
の
移
転
等
の
防
止
措
置
の
対
象
と
な
る
北
朝
鮮
の
核

関
連
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
関
連
又
は
そ
の
他
の
大
量
破
壊
兵
器

関
連
の
計
画
又
は
活
動
に
貢
献
し
得
る
活
動
を
指
定
す
る
件

（
平
成
二
十
一
年
七
月
外
務
省
告
示
第
三
百
六
十
五
号
）
で

定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
寄
与
す
る
目
的
で
行
う
も
の 

二 

居
住
者
又
は
非
居
住
者
に
よ
る
ロ
シ
ア
連
邦
を
仕
向
地
と

す
る
支
払
手
段
（
法
第
六
条
第
一
項
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
も

の
の
う
ち
、
銀
行
券
及
び
政
府
紙
幣
に
限
る
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
輸
出
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
支
払

手
段
の
輸
出
を
除
く
。 

イ 

ロ
シ
ア
連
邦
に
滞
在
す
る
居
住
者
が
そ
の
滞
在
に
伴
い



 
 

  

 

ロ 

小
切
手
（
旅
行
小
切
手
を
含
む
。
）
、
為
替
手

形
、
郵
便
為
替
及
び
信
用
状 

ハ 

証
票
、
電
子
機
器
そ
の
他
の
物
（
第
十
九
条
第
一

項
に
お
い
て
「
証
票
等
」
と
い
う
。
）
に
電
磁
的
方

法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知

覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い

う
。
）
に
よ
り
入
力
さ
れ
て
い
る
財
産
的
価
値
で
あ

つ
て
、
不
特
定
又
は
多
数
の
者
相
互
間
で
の
支
払
の

た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
そ
の
使
用

の
状
況
が
通
貨
の
そ
れ
と
近
似
し
て
い
る
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

ニ 

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
も
の
と
し
て

政
令
で
定
め
る
も
の 

 

八
～
十 

（
略
） 

      

十
一 

「
証
券
」
と
は
、
券
面
が
発
行
さ
れ
て
い
る
と
否

と
を
問
わ
ず
、
公
債
、
社
債
、
株
式
、
出
資
の
持
分
、

公
債
又
は
株
式
に
関
す
る
権
利
を
与
え
る
証
書
、
債

券
、
国
庫
証
券
、
抵
当
証
券
、
利
潤
証
券
、
利
札
、
配

当
金
受
領
証
、
利
札
引
換
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

証
券
又
は
証
書
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

 

十
二
～
十
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

     

           

（
定
義
） 

第
二
条 

法
第
六
条
第
一
項
第
七
号
ニ
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
支
払
手
段
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

約
束
手
形
（
次
項
に
規
定
す
る
証
券
又
は
証
書
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
） 

二 

法
第
六
条
第
一
項
第
七
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
前
号
に

掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
支

払
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の 

２ 
法
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

証
券
又
は
証
書
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
譲
渡
性
預
金
の
預

金
証
書
そ
の
他
の
証
券
又
は
証
書
と
す
る
。 

３
～
５ 

（
略
） 

    

通
常
必
要
と
す
る
支
払
に
充
て
ら
れ
る
も
の 

ロ 

ロ
シ
ア
連
邦
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
自
然
人
に
対

す
る
支
払
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の
（
十
万
円
に
相
当
す
る
額
以
下
の
も
の
に
限
る
。
） 

⑴ 

ロ
シ
ア
連
邦
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
自
然
人
が

す
る
食
糧
、
衣
料
、
医
薬
品
そ
の
他
生
活
に
欠
く
こ
と

が
で
き
な
い
物
資
の
購
入
に
充
て
ら
れ
る
も
の 

⑵ 

ロ
シ
ア
連
邦
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
自
然
人
が

医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
に
充
て
ら
れ
る
も
の 

⑶ 

⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
道
上
の
理
由

に
よ
り
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

        

【
外
国
為
替
に
関
す
る
省
令
】 

（
定
義
） 

第
二
条 

外
国
為
替
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
証
券
又
は
証
書
は
、

次
に
掲
げ
る
証
券
又
は
証
書
と
す
る
。 

一 

譲
渡
性
預
金
（
払
戻
し
に
つ
い
て
期
限
の
定
め
が
あ
る

預
金
で
、
譲
渡
禁
止
の
特
約
の
な
い
も
の
を
い
い
、
指
名

債
権
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
預
金
証
書 

二 

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー 

三 

法
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
証
券
に
関
す

る
権
利
を
与
え
る
証
券
又
は
証
書
（
公
債
又
は
株
式
に
関

す
る
権
利
を
与
え
る
証
書
及
び
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
） 

四 

法
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
証
券
に
関
す



 
 

  

 

る
権
利
を
与
え
る
証
券
又
は
証
書
（
当
事
者
の
一
方
の
意

思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
証
券
の
取
得
又
は
譲

渡
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相
手
方
が
当
事

者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て

対
価
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
に
係
る
も
の
に
限

る
。
） 

２ 

（
略
） 

 


